
別 表

委 任 を 受 け る 職 員 の 官 職 委 任 す る 事 務 の 範 囲 委 任 す る 期 間

法 務 局 長 公 証 業 務 に 関 す る 事 務 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で
（ 法 務 局 が 所 掌 し て い る も
の に 限 る ）。

地 方 法 務 局 長 公 証 業 務 に 関 す る 事 務 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で
（ 地 方 法 務 局 が 所 掌 し て い
る も の に 限 る ）。

※ 委 任 す る 期 間 に つ い て 、 当 該 期 間 が 経 過 し た 後 引 き 続 き 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 １ ５ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 権 限 を 委 任 す る こ と に つ い
て 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 １ ５ 年 政 令 第 ５ ０ ７ 号 ） 第 ３ ４ 条 第 ２ 項
及 び 第 ３ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 個 人 情 報 保 護 委 員 会 と の 協 議 が 調 っ た 場 合 は 、 引 き
続 き 委 任 す る 。


